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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】
 

　
回次　
　

第11期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第12期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第11期

　
　

会計期間　
　
　

自平成20年
　10月１日
至平成20年
　12月31日

自平成21年
　10月１日
至平成21年
　12月31日

自平成20年
　10月１日
至平成21年
９月30日

売上高 （千円） 5,167,310331,48712,051,357

経常利益金額又は経常損失金額（△） （千円） △117,008△150,635△4,227,429

四半期(当期)純利益金額又は四半期(当期)純損失金額

（△）
（千円） 163,204△147,205△4,321,015

純資産額 （千円） 4,247,095400,028 550,965

総資産額 （千円） 22,741,52311,143,08111,543,785

１株当たり純資産額 （円） 663.09 30.91 42.75

１株当たり四半期(当期)純利益金額又は１株当たり四半

期(当期)純損失金額（△）
（円） 25.48 △11.42 △658.03

潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額 （円） 25.35 － －

自己資本比率 （％） 18.7 3.6 4.7

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 1,809,543△319,6996,356,228

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 20,842 △70,735 185,103

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △2,611,486△343,160△7,027,759

現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 （千円） 588,290 149,367 882,964

従業員数 （人） 67 19 20

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してお

りません。

 　　　 ２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　　３．第11期及び第12期第１四半期連結累計(会計)期間の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期(当期)純損失金額であるため記載しておりません。　
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。なお、事業

区分の方法について「第５　経理の状況　１　四半期連結財務諸表　注記事項（セグメント情報）」に記載のとおり、従

来、区分表示しておりました「不動産ファンド事業」は重要性が乏しくなったため、当該事業を「その他事業」に含

め、「不動産開発事業」「ソリューション事業」「その他事業」の３区分としております。また、主要な関係会社にお

ける異動はありません。

なお、当社は平成22年１月８日払込の株主割当による新株式の発行により、澤田ホールディングス株式会社の連結

子会社となっております。

 

 

３【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

なお、当社は平成22年１月８日払込の株主割当による新株式の発行により、澤田ホールディングス株式会社の連結

子会社となっております。

  

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成21年12月31日現在

従業員数（人） 19 (－)

（注）従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数は期末人員を（ ）外数で記載しております。 

 

(2）提出会社の状況

 平成21年12月31日現在

従業員数（人） 18   (－)

（注）従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数は期末人員を（ ）外数で記載しております。  
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産及び受注実績

　当社グループは、不動産開発事業、ソリューション事業、その他事業を行っており、生産及び受注実績を定義するこ

とが困難であるため、生産及び受注実績の記載はしておりません。

 

(2) 仕入実績 

当第１四半期連結会計期間は、仕入を行っていないため、仕入実績の記載はしておりません。　

　

(3）販売実績

　前第１四半期連結会計期間及び当第１四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、

次のとおりであります。

　
　
区分

前第１四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
  　至　平成20年12月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
  　至　平成21年12月31日）

　 金額(千円) 前年同期比(％) 金額(千円) 前年同期比(％)

不動産開発事業 4,605,262 － 289,704 6.3

　分譲マンション開発 4,567,073 － 282,459 6.2

　収益不動産開発 38,189 － 7,244 19.0

ソリューション事業 537,551 － 41,381 7.7

その他事業 24,496 － 402 1.6

　　　合計 5,167,310 － 331,487 6.4

（注）１．セグメント間の取引額は前第１四半期連結会計期間は17,983千円、当第１四半期連結会計期間の該当は

ありません。

２．前第１四半期連結会計期間における対前年同期比は、四半期連結財務諸表を平成21年９月期より作成し

ておりますので、記載しておりません。

３．事業区分の方法について、前第２四半期連結会計期間より、「不動産管理事業」を「その他事業」へ改

称し、「不動産開発事業」「ソリューション事業」「不動産ファンド事業」「その他事業」としており

ます。

４．当第１四半期連結会計期間より、「不動産ファンド事業」を「その他事業」に組み替え３区分としてお

ります。事業区分の変更に伴い、当第１四半期連結会計期間の前年同期比較においては、前第１四半期連

結会計期間分を変更後の区分に組み替えて行っております。

５．前第１四半期連結会計期間及び当第１四半期連結会計期間における主な相手先別販売実績及び当該販

売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。　

　
　

相手先

前第１四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
  　至　平成20年12月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
  　至　平成21年12月31日）

　 金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

株式会社谷口工務店 － － 278,600 84.0

６．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

７．前第１四半期連結会計期間の主な相手別の販売実績につきましては、全ての相手先が販売実績の100分

の10未満であるため、記載しておりません。　

　

　

２【事業等のリスク】

当第１四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスク及び前連結会計年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。　
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３【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。　

　

 

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。

 

(1) 業績の状況

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、内外の在庫調整の進捗や新興国を中心とする外需の回復を受

け、輸出・生産等の一部で回復の兆しがみえつつあります。しかしながら、所得・雇用環境の不安、円高圧力やデフ

レの進行により、国内全般としては依然として厳しい状況が続いております。

当社グループが属する不動産業界におきましては、分譲マンション市場においては住宅ローン減税や贈与税の非

課税枠の拡充等、住宅購入支援策の政策により、住宅需要を喚起させているものの、中小の不動産企業に対する金融

機関からの融資姿勢は依然厳しく、新設住宅着工戸数は低水準で推移する等、業界全般における回復基調は不透明

な状況となっております。

このような事業環境の中、当社グループでは凍結していたプロジェクトの再開及び新規プロジェクト開発推進に

より、将来収益を確保し、中長期的にわたる安定的な収益向上を目指しております。そのため、当連結会計年度（平

成22年９月期）を第２の創業期と位置づけ、今後５年間において不動産開発事業の分譲マンション開発を東京都都

心エリアに拡大し、これまで構築してきた開発ノウハウを最大限活かして豊かな空間を創造していくこと、同時に

当社グループが安定的に収益を確保し、成長していくことを目的として新たな中期経営計画として「Growing Up

2014」を策定いたしました。しかしながら、不動産開発事業の分譲マンション開発期間が概ね20ヵ月以上費やすこ

とから、「Growing Up 2014」の効果が顕在化し業績の回復に至るまでには、相応な時間を要するものとなります。

この結果、当社グループの当第１四半期連結会計期間における経営成績は、売上高331百万円（前年同期比：

4,835百万円減）、営業損失55百万円（前年同期：営業損失１百万円）、経常損失150百万円（前年同期：経常損失

117百万円）、四半期純損失147百万円（前年同期：四半期純利益163百万円）となりました。

　

事業の種類別セグメントの業績の概要は、以下のとおりであります。なお、各セグメントの売上高の金額は、セグ

メント間の内部売上高を含めない数値を記載しております。

　

（不動産開発事業）

当第１四半期連結会計期間における不動産開発事業の売上高は289百万円（前年同期比：4,315百万円減）、営業

利益６百万円（前年同期：営業利益415百万円）となりました。当社グループの不動産開発事業は、分譲マンション

開発並びに収益不動産開発に分かれており、各部門における売上高は次のとおりであります。

　

分譲マンション開発

分譲マンション開発におきましては、将来の開発リスク解消のため、１プロジェクトの開発用地を不動産投資

家へ売却しております。

その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は282百万円（前年同期比：4,284百万円減）、営業利益は10百

万円（前年同期：営業利益765百万円）となりました。

　

収益不動産開発

収益不動産開発におきましては、当社保有物件において、借主からの賃料の収受が主な売上高となりました。

その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は７百万円（前年同期比：30百万円減）、営業損失は３百万円

（前年同期：営業損失349百万円）となりました。

　

（ソリューション事業）

ソリューション事業におきましては、収益不動産開発と同様に当社保有物件において、借主からの賃料の収受が

主な売上高となりました。その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は41百万円（前年同期比：496百万円

減）、営業利益は16百万円（前年同期：営業損失273百万円）となりました。

　

EDINET提出書類

株式会社アスコット(E21391)

四半期報告書

 5/30



（その他事業）

当第１四半期連結会計期間より、従来のセグメント分類をしておりました不動産ファンド事業を、その他事業に

組み替えております。

不動産コンサルタント業務におけるコンサルタント報酬の収受等により、当第１四半期連結会計期間の売上高は

0.4百万円（前年同期比：24百万円減）、営業損失は９百万円（前年同期：営業損失0.7百万円）となりました。

　

(2) 財政状態の分析　　　   

（資産の部） 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は11,143百万円（前連結会計年度末11,543百万円）となり、前連結会計年

度と比較して400百万円の減少となりました。

流動資産は9,196百万円（前連結会計年度末9,586百万円）となり、前連結会計年度と比較して389百万円の減少

となりました。主な減少要因として、支払手形及び買掛金の支払いならびに未払法人税等の納付などにより現金及

び預金が662百万円減少となりました。主な増加要因として、たな卸資産残高が297百万円増加したこと等によりま

す。

固定資産は1,946百万円（前連結会計年度末1,957百万円）となり、前連結会計年度と比較して11百万円の減少と

なりました。

　

（負債の部） 

当第１四半期連結会計期間末の負債は10,743百万円（前連結会計年度末10,992百万円）となり、前連結会計年度

と比較して249百万円の減少となりました。

流動負債は3,973百万円（前連結会計年度末4,190百万円）となり、前連結会計年度と比較して217百万円の減少

となりました。主な減少要因として、保有物件売却等に伴い支払手形の支払い及び短期借入金の返済により330百万

円減少、未払法人税等の納付により291百万円減少となりました。主な増加要因として、買掛金が438百万円増加した

こと等によります。

固定負債は6,769百万円（前連結会計年度末6,801百万円）となり、前連結会計年度と比較して32百万円の減少と

なりました。

 

（純資産の部）

当第１四半期連結会計期間末の純資産は400百万円（前連結会計年度末550百万円）となり、前連結会計年度と比

較して150百万円の減少となりました。主な要因として、四半期純損失の計上により利益剰余金が147百万円減少し

たこと等によります。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動により319百万円の支出、投資活動により70

百万円の支出、財務活動により343百万円の支出となりました。この結果、現金及び現金同等物は733百万円減少し、

当第１四半期連結会計期間末の残高は149百万円となりました。

当第１四半期連結会計期間における各活動別の主な要因は次のとおりであります。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、319百万円の支出（前年同期：1,809百万円の収入）となりしました。主

な要因として、税金等調整前四半期純損失147百万円の計上、法人税等の納付289百万円、たな卸資産303百万円なら

びに仕入債務378百万円の増加等によるものです。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、70百万円の支出（前年同期：20百万円の収入）となりました。主な要因

として、定期預金の預入による76百万円の支出等によるものです。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、343百万円の支出（前年同期：2,611百万円の支出）となりました。主な

要因として、不動産開発事業１物件の売却等により短期借入金が270百万円減少、長期借入金33百万円の返済等によ

るものです。
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

なお、当社グループは前連結会計年度に掲げた課題「経営者の問題認識と今後の方針について」において、当連

結会計年度（平成22年９月期）を第２の創業期と位置づけ、今後５年間において不動産開発事業の分譲マンション

開発を東京都都心エリアに拡大し、これまで構築してきた開発ノウハウを最大限活かして豊かな空間を創造してい

くこと、同時に当社グループが安定的に収益を確保し、成長していくことを目的として新たな中期経営計画として

「Growing Up 2014」を策定しております。

当社グループでは、凍結していたプロジェクトの再開及び新規プロジェクト開発推進により、将来収益を確保し、

中長期的にわたる安定的な収益向上を目指しております。しかしながら、不動産開発事業の分譲マンション開発期

間が概ね20ヵ月以上費やすことから、「Growing Up 2014」の効果が顕在化し業績の回復に至るまでには、相応な時

間を要するものとなります。

　 

(5) 研究開発活動 

該当事項はありません。

　

(6) 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況について

当社グループは、前連結会計年度において、売上高の大幅な減少ならびに多額の損失を計上していることから、継

続企業の前提に疑義を生じさせる状況が存在しております。

しかしながら、前連結会計年度末までに費用面での一定の削減効果が表れていること、新株式の発行による資金調

達により開発プロジェクトを推進していること等から、将来収益源の確保の実現性は向上しております。

以上のことから、当社グループの当連結会計年度（平成22年９月期）以降の事業計画の実現可能性は高く、かつ、

将来における資金繰りについての懸念は解消しているものと判断しております。

このため当社としましては、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断いたしておりま

す。 
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。   

 

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変

更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除去、売却等の計画はありません。 
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 50,000,000

計 50,000,000

  

 ②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年２月５日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 12,889,375 18,041,278
ジャスダック

証券取引所 

単元株式数

100株　

計 12,889,375 18,041,278 － －

　（注）１．平成22年１月８日払込の株主割当による新株式の発行により、5,151,903株増加し18,041,278株となっており

ます。

　　　　２．「提出日現在発行数」欄には、平成22年２月１日から本書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式

数は含まれておりません。　

 

 

（２）【新株予約権等の状況】

①　旧商法第280条ノ20及び旧商法280ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

　第１回新株予約権　平成17年８月９日臨時株主総会決議（平成17年９月14日取締役会決議）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年12月31日）

新株予約権の数（個） 111

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類
 普通株式

単元株式数　100株 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 66,600

新株予約権の行使時の払込金額（円） 90

新株予約権の行使期間  平成19年８月10日から平成27年８月８日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

　　　　　　　　　発行価格　　　 90

　　　　　　　　　資本組入額　　 45 

新株予約権の行使の条件 （注）４ 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 

　（注）１. 平成19年１月19日開催の取締役会決議により、平成19年３月１日付で当社普通株式１株を３株、平成19年９月

11日開催の取締役会決議により、平成19年９月28日付で当社普通株式１株を２株及び平成20年３月14日開催

の取締役会決議により、平成20年３月31日付で当社普通株式１株を100株とする株式分割を行っております。

これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の

行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されている。

２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算出により目的となる株式の数を調整するものとする。ただ

し、係る調整は新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行

われ、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。 
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調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率

また、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割をする場合、資本減少を行う場合、その他

これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で当該株式数は適切に調整される

ものとする。

３．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算出により行使価額を調整するものとし、調整の結果生じる

１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

株式分割・株式併合の比率

また、新株予約権発行日後に、当社が時価（ただし、当社株式の上場前においては、その時点における調整前

行使価額を時価とみなす。）を下回る価額で新株の発行を行う場合（ただし、時価発行として行う公募増資、

新株予約権及び新株予約権証券の行使に伴う株式の発行を除く。）、次の算式により行使価額を調整するも

のとし、調整の結果生ずる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後

行使価額
＝

調整前

行使価額
×

新規発行前の時価　

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の

時価」を「処分前の時価」に読み替えるものとする。

さらに、新株予約権発行日後に、当社が他社を合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その

他これらの場合に準じ、行使価格の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で行使価格に適切に調整され

るものとする。

４．新株予約権行使の条件は次のとおりであります。

（1）新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても当社又は当社

子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要すものとする。ただし、当社又は当社子会社の

取締役、監査役が任期満了の事由により退任する場合及び当社又は当社子会社の従業員が定年により退

職する場合はこの限りではない。

（2）当社が諸般の事情を考慮の上、特例として取締役会で承認した場合はこの限りではない。

（3）新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権の相続は認めないものとする。

（4）新株予約権の質入れその他の処分は認めないものとする。

（5）その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるとこ

ろによる。
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②　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

　第２回新株予約権　平成18年８月29日臨時株主総会決議（平成18年８月29日取締役会決議）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年12月31日）

新株予約権の数（個） 75

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類
 普通株式

単元株式数　100株 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 45,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 500

新株予約権の行使期間  平成20年９月１日から平成28年８月28日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　 500

資本組入額　　 250

新株予約権の行使の条件 （注）４ 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する 

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１. 平成19年１月19日開催の取締役会決議により、平成19年３月１日付で当社普通株式１株を３株、平成19年９月

11日開催の取締役会決議により、平成19年９月28日付で当社普通株式１株を２株及び平成20年３月14日開催

の取締役会決議により、平成20年３月31日付で当社普通株式１株を100株とする株式分割を行っております。

これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の

行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されている。

２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算出により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、

係る調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について

行われ、調整により生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下総称して「合併等」という。）を行う場合、株式の

無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の

うえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。

３．当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算出により行使価格を調整するものと

し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

株式分割・株式併合の比率

また、新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の

処分を行う場合（会社法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求。）に基づく自己株式

の売渡し、普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は普通株式の交付を請求できる新株予約権

（新株予約権付社債に付されたものを含む）の転換又は行使の場合を除く。）、行使価額は、次の算式により

調整するものとし、調整の結果生ずる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後

行使価額
＝

調整前

行使価額
×

新規発行前の時価　

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株

式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式

数」に読み替える。 

さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場

合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することが

できる。
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４．新株予約権行使の条件は次のとおりであります。

（1）新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても、当社又は当

社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要すものとする。ただし、当社又は当社子会社

の取締役、監査役が任期満了の事由により退任する場合及び当社又は当社子会社の従業員が定年により

退職する場合はこの限りではない。

（2）当社が諸般の事情を考慮のうえ、特例として取締役会で承認した場合はこの限りではない。

（3）新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権の相続は認めないものとする。

（4）新株予約権の質入れその他の処分は認めないものとする。

（5）その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるとこ

ろによる。

 

③　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

　第３回新株予約権　平成19年６月６日臨時株主総会決議

　（平成19年６月６日取締役会決議及び平成19年９月11日取締役会決議）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年12月31日）

新株予約権の数（個） 75

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類
 普通株式

単元株式数　100株 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 15,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,000

新株予約権の行使期間  平成21年６月７日から平成29年６月６日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　 1,000

資本組入額　　 　500

新株予約権の行使の条件 （注）４ 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する 

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１. 平成19年９月11日開催の取締役会決議により、平成19年９月28日付で当社普通株式１株を２株、平成20年３月

14日開催の取締役会決議により、平成20年３月31日付で当社普通株式１株を100株とする株式分割を行って

おります。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新

株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されている。

２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算出により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、

係る調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について

行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下総称して「合併等」という。）を行う場合、株式の

無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の

うえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。

３．当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に

応じ、次の算出により調整されるものとし、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

株式分割・株式併合の比率

また、新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の

処分を行う場合（会社法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求。）に基づく自己株式

の売渡し、普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は普通株式の交付を請求できる新株予約権

（新株予約権付社債に付されたものを含む）の転換又は行使の場合を除く。）、行使価額は、次の算式により

調整するものとし、調整の結果生ずる１円未満の端数は切り上げる。
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既発行株式数＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後

行使価額
＝

調整前

行使価額
×

新規発行前の時価　

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株

式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式

数」に読み替える。さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の

調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価

額を調整することができる。

４．新株予約権行使の条件は次のとおりであります。

（1）新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても当社又は当社

子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要すものとする。ただし、当社又は当社子会社の

取締役、監査役が任期満了の事由により退任する場合及び当社又は当社子会社の従業員が定年により退

職する場合はこの限りではない。

（2）当社が諸般の事情を考慮の上、特例として取締役会で承認した場合はこの限りではない。

（3）新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権の相続は認めないものとする。

（4）新株予約権の質入れその他の処分は認めないものとする。

（5）その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「第３回新株予約権割当契約」に定める

ところによる。

　

（３）【ライツプランの内容】

  該当事項はありません。 

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額
（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成21年10月１日から

平成21年12月31日まで 
－ 12,889,375 － 1,038,441 － 739,433

 （注）平成22年１月８日払込の株主割当による新株式の発行により、以下のとおり変更となっております。

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額
（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成22年１月８日 5,151,90318,041,278206,0761,244,517206,076945,509

　

 

（５）【大株主の状況】

当第１四半期会計期間において、ブリランス キャピタル マネージメント プライベート リミテッド

（BRILLANCE CAPITAL MANEGEMENT PTE. LTD.）より平成21年10月19日付で大量保有報告書の写しの送付があり、

平成21年10月14日現在で55,575株を保有している旨の報告を受けておりますが、株主名簿の記載内容が確認でき

ないため、当社として実質所有株式の確認ができません。

なお、ブリランス キャピタル マネージメント プライベート リミテッド（BRILLANCE CAPITAL MANEGEMENT

PTE. LTD.）の大量保有報告書の写しの内容は以下のとおりであります。

大量保有者　　　　ブリランス キャピタル　マネージメント プライベート リミテッド

　　　　　　　　　（BRILLANCE CAPITAL MANEGEMENT PTE. LTD.）

住所　　　　　　　10 アンソン・ロード12-14、インターナショナル・プラザ、シンガポール079903

　　　　　　　　　（10 ANSON ROAD, #12-14 INTERNATIONAL PLAZA, SINGAPORE 079903）　

保有株券等の数　　株式　55,575株

株券等保有割合　　0.43％

（注）ブリランス キャピタル マネージメント プライベート リミテッド（BRILLANCE CAPITAL

MANEGEMENT PTE. LTD.）より、上記の内容で大量保有報告書の写しの送付を受け、その内容は平成21

年９月30日現在の株主名簿におけるBRILLANCE HEDGE FUNDと確認しております。

また、平成22年１月18日付で澤田ホールディングス株式会社より、平成22年１月８日現在で10,000,000株を保

有、株券等保有割合55.43％となる、大量保有報告書の写しの送付がありました。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が把握できないため、記載

することができません。直前の基準日（平成21年11月６日：株主割当増資の基準日）に基づく株主名簿による記

載をしております。 

平成21年12月31日現在 

 区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

 無議決権株式 － － －

 議決権制限株式（自己株式等） － － －

 議決権制限株式（その他） － － －

 完全議決権株式（自己株式等） － － －

 完全議決権株式（その他） 　普通株式　12,889,200 128,892単元株式数　100株

 単元未満株式 普通株式 　　　　175 － 同上

 発行済株式総数  12,889,375 － －

 総株主の議決権 － 128,892 －

  

②【自己株式等】

該当事項はありません。　

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
　10月

11月 12月

最高（円） 120 109 84

最低（円） 83 65 66

（注）最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

 

 

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期報告書提出日までにおける役員の異動はありません。 

 

EDINET提出書類

株式会社アスコット(E21391)

四半期報告書

14/30



第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第１四半期連結累計期間（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表

規則に基づき、当第１四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第１四半期連結累

計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成してお

ります。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結累計期間（平成20年10月１日から平

成20年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21

年12月31日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、アスカ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 318,976 981,964

売掛金 3,343 1,421

販売用不動産 1,592,502 1,583,522

仕掛販売用不動産 7,238,218 6,949,378

前払費用 27,794 30,615

その他 18,028 44,507

貸倒引当金 △1,873 △4,925

流動資産合計 9,196,989 9,586,484

固定資産

有形固定資産

建物 1,031,535 1,031,535

減価償却累計額 △67,994 △62,607

建物（純額） 963,541 968,928

土地 511,824 511,824

その他 23,071 23,464

減価償却累計額 △15,651 △15,303

その他（純額） 7,419 8,161

有形固定資産合計 1,482,785 1,488,913

無形固定資産

その他 7,850 8,614

無形固定資産合計 7,850 8,614

投資その他の資産

投資有価証券 350,032 354,657

その他の関係会社有価証券 20,030 21,815

その他 85,392 83,300

投資その他の資産合計 455,455 459,773

固定資産合計 1,946,091 1,957,301

資産合計 11,143,081 11,543,785
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 496,852 118,089

短期借入金 841,630 1,112,130

1年内返済予定の長期借入金 1,947,454 1,943,935

未払金 31,926 43,820

未払法人税等 228,977 520,720

預り金 6,437 6,731

前受金 228,701 228,131

賞与引当金 1,230 2,476

訴訟損失引当金 － 31,075

その他 190,267 183,787

流動負債合計 3,973,478 4,190,897

固定負債

長期借入金 6,736,941 6,774,136

その他 32,634 27,785

固定負債合計 6,769,575 6,801,922

負債合計 10,743,053 10,992,819

純資産の部

株主資本

資本金 1,038,441 1,038,441

資本剰余金 741,857 741,857

利益剰余金 △1,374,219 △1,227,014

株主資本合計 406,078 553,283

評価・換算差額等

為替換算調整勘定 △7,636 △6,338

評価・換算差額等合計 △7,636 △6,338

新株予約権 － 1,681

少数株主持分 1,585 2,338

純資産合計 400,028 550,965

負債純資産合計 11,143,081 11,543,785
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

売上高 5,167,310 331,487

売上原価 ※1
 4,624,855 280,223

売上総利益 542,454 51,263

販売費及び一般管理費 ※2
 544,246

※1
 106,855

営業損失（△） △1,791 △55,591

営業外収益

受取利息 202 27

受取配当金 12 －

違約金収入 5,569 603

助成金収入 － 553

保険解約返戻金 12,935 －

その他 195 141

営業外収益合計 18,915 1,325

営業外費用

支払利息 123,056 62,506

支払手数料 1,144 16,227

株式交付費 － 7,463

その他 9,930 10,171

営業外費用合計 134,132 96,369

経常損失（△） △117,008 △150,635

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 3,051

投資有価証券売却益 123 －

契約違約金収入 400,000 －

特別利益合計 400,123 3,051

特別損失

固定資産除却損 ※3
 718

※2
 92

前期損益修正損 2,917 －

その他 － 0

特別損失合計 3,635 92

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

279,479 △147,676

法人税等 116,275 282

少数株主損失（△） － △753

四半期純利益又は四半期純損失（△） 163,204 △147,205
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

279,479 △147,676

減価償却費 35,286 12,049

繰延資産償却額 － 7,463

長期前払費用償却額 30 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,394 △3,051

賞与引当金の増減額（△は減少） △10,431 △1,245

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） － △31,075

受取利息及び受取配当金 △215 △27

支払利息 123,056 62,506

契約違約金収入 △400,000 －

投資有価証券売却損益（△は益） △123 －

固定資産除却損 718 92

前期損益修正損益（△は益） 2,917 －

たな卸資産評価損 1,175,940 －

持分法による投資損益（△は益） 715 486

売上債権の増減額（△は増加） 8,607 △1,922

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,987,185 △303,070

匿名組合出資金等の増減額（△は増加） － 4,625

仕入債務の増減額（△は減少） △489,647 378,763

未払金の増減額（△は減少） △81,223 17,572

預り金の増減額（△は減少） 1,250 △294

前受金の増減額（△は減少） △804,019 570

その他の流動資産の増減額（△は増加） 100,608 －

その他の流動負債の増減額（△は減少） △43,087 －

その他の固定負債の増減額（△は減少） 13,151 －

その他 － 58,750

小計 1,911,594 54,517

利息及び配当金の受取額 215 22

利息の支払額 △87,721 △84,562

契約違約金の支払 △14,500 －

その他の支出 △1 －

法人税等の支払額 △42 △289,677

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,809,543 △319,699
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △112,022 △76,628

定期預金の払戻による収入 139,188 －

定期積金の預入による支出 △2,000 －

定期積金の払戻による収入 － 6,000

有形固定資産の取得による支出 △7,885 －

投資有価証券の売却による収入 161 －

敷金及び保証金の差入による支出 △4,134 －

敷金及び保証金の回収による収入 94 －

その他 7,440 △107

投資活動によるキャッシュ・フロー 20,842 △70,735

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,210,668 △270,500

長期借入金の返済による支出 △1,400,818 △33,676

その他 － △38,984

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,611,486 △343,160

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △781,100 △733,596

現金及び現金同等物の期首残高 1,369,391 882,964

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 588,290

※
 149,367
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項

　の変更　

（会計方針の変更）　

　当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲

の決定に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第22号　平成20年５月13日）を適用

しております。なお、この変更により損益に与える影響はありません。　

　　　　 

【表示方法の変更】

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書）　

　前第１四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他の流動資産の増減額（△は増

加）」、「その他の流動負債の増減額（△は減少）」、及び「その他の固定負債の増減額（△は減少）」は、独立掲記し

ておりましたが、重要性が乏しいため、「その他」へ含めて表示しております。

　なお、当第１四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれる「その他の流動資産

の増減額（△は増加）」は27,724千円、「その他の流動負債の増減額（△は減少）」は27,737千円、「その他の固定負

債の増減額（△は減少）」は4,848千円であります。

　

　

【簡便な会計処理】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

１．固定資産の減価償却費の算定方法 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額

を期間按分して算定する方法によっております。 

２．たな卸資産の評価方法 四半期連結会計期間末におけるたな卸資産の簿価の切り下げに関して収益性

の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切り下げを

行う方法を適用しております。

３．繰延税金資産及び繰延税金負債の

算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環

境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、

前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックス・プランニン

グを利用する方法により算定しております。

 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
 当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日　
　至　平成21年12月31日）

１. 税金費用の計算

　

　

　

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引

前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引

前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、法人税

等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。 
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【注記事項】

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

※１ 売上原価に含まれるたな卸資産評価損の金額  　　

 1,175,940千円

　

※２ 主要な費目及び金額は次のとおりであります。 　　

 役員報酬 36,030千円 

 給与手当 80,732千円 

 販売代理手数料 178,028千円 

 広告宣伝費 110,146千円 

 減価償却費 4,065千円 

 長期前払費用償却 30千円 

 賞与引当金繰入額 8,176千円 

 貸倒引当金繰入額 11,394千円 

 　　

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 　　

 有形固定資産（その他） 718千円

  

  　　

―――――――― 

　

※１ 主要な費目及び金額は次のとおりであります。 　　

 役員報酬 14,760千円 

 給与手当 26,269千円 

 広告宣伝費 1,050千円 

 減価償却費 1,719千円 

 賞与引当金繰入額 1,227千円 

 　　

　

　

　

※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 　　

 有形固定資産（その他） 92千円

  

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 　　

 現金及び預金勘定 690,220千円

 流動資産（その他） 1,117千円

 預入期間３ヶ月超の定期預金等 △103,047千円

 現金及び現金同等物 588,290千円

  

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 　　

 現金及び預金勘定 318,976千円

 流動資産（その他） 1,137千円

 預入期間３ヶ月超の定期預金等 △170,746千円

 現金及び現金同等物 149,367千円
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成21年12月31日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成21年10月１日　至　

平成21年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　12,889,375株  

 

２．自己株式の種類及び株式数

　該当事項はありません。  

 

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。  

 

４．配当に関する事項

（1）配当金支払額

　　 該当事項はありません。 

 

（2）基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力

     発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの 

     該当事項はありません。 
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

 
不動産
開発事業
（千円）

ソリュー
ション事業
（千円）

不動産
ファンド事業
（千円）

不動産
管理事業
（千円）

計

（千円）

消去
又は全社
（千円）

連結

（千円）

売上高                             

(1）外部顧客に対する売

上高
4,605,262537,551 － 24,4965,167,310 － 5,167,310

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － 17,98317,983(17,983) －

計 4,605,262537,551 － 42,4805,185,294(17,983)5,167,310

営業利益又は営業損失

（△）
415,131△273,798△2,980 2,213140,565(142,357)△1,791

　

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）

 
不動産
開発事業
（千円）

ソリュー
ション事業
（千円）

その他事業

（千円）

計

（千円）

消去
又は全社
（千円）

連結

（千円）

売上高                         

(1）外部顧客に対する売上高 289,70441,381 402 331,487 － 331,487

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － － －

計 289,70441,381 402 331,487 － 331,487

営業利益又は営業損失（△） 6,768 16,284△9,750 13,302(68,894)△55,591

　（注）１．事業区分の方法

事業は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業区分の主要な事業の内容

事業区分 事業内容

不動産開発事業
「アスコットパーク」シリーズを中心とした分譲マンション等の企画開発業務、

投資家向けの賃貸マンション及びオフィスビル等の収益不動産の企画開発業務 

ソリューション事業
資産価値の低下した不動産や収益性の改善が可能な既存の物件を取得し、効率的

な改装・改修によってバリューアップする不動産再生業務 

その他事業
プロジェクトマネジメント業務、物件仲介業務、他社が組成する特別目的会社等へ

出資し配当やキャピタルゲインを取得 

３．会計方針の変更

　　前第１四半期連結累計期間

　　（棚卸資産の評価に関する会計基準）　

　　当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月

５日）を適用しております。これによる営業損益に与える影響額は△1,175,940千円であります。なお、各セ

グメントの営業損益に与える影響額は、不動産開発事業△845,152千円、ソリューション事業△330,787千円

であります。

４．事業区分の方法の変更

　　　事業区分の方法については、前第２四半期連結会計期間より、「不動産管理事業」を「その他事業」へ改称

し、「不動産開発事業」「ソリューション事業」「不動産ファンド事業」「その他事業」の４区分としてお

りましたが、当第１四半期連結会計期間より、「不動産ファンド事業」の重要性が乏しくなったため、当該事

業を「その他事業」に含め、３区分に変更しております。

　　　なお、当第１四半期連結会計期間の「その他事業」に含まれる「不動産ファンド事業」の営業損失は5,112千

円であります。　　　　
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【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

　　　　　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

　

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）

　　　　　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

 

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

　　　　　海外売上高がないため、該当事項はありません。 

　

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）

　　　　　海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

　

（有価証券関係）

　当第１四半期連結会計期間末（平成21年12月31日） 

　有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま

せん。 

 

 

（デリバティブ取引関係）

　当第１四半期連結会計期間末（平成21年12月31日） 

　デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま

せん。 

 

 

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）

１．ストック・オプションに係る当第１四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

　該当事項はありません。    

 

２．当第１四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

　当第１四半期連結会計期間はストック・オプションを付与していないため、該当事項はありません。 　
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年12月31日）

前連結会計年度末
（平成21年９月30日）

１株当たり純資産額 30.91円
 

１株当たり純資産額 42.75円
 

 

２．１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額等

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 25.48円

潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額
25.35円

――――――――　

　

　

１株当たり四半期純損失金額（△） △11.42円

潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額
－円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりま

せん。　
 

　（注）１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額ならびに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期

純損失金額
        

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） 163,204 △147,205

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

（△）（千円）
163,204 △147,205

期中平均株式数（株） 6,405,000 12,889,375

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額   

　四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 34,301 －

　（うち新株予約権） (34,301) －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

 

 

－

 

 

－
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（重要な後発事象）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

（株主割当増資の払込による新株式の発行） 

　平成21年９月14日開催の当社取締役会において、株主割当による新株式の発行を決議しております。当該株主割当の払

込日である平成22年１月８日において、412,152千円が払込まれたことにより、新株式を発行しております。

　主な新株式の発行概要は次のとおりであります。　

　[新株式の発行概要]

　（１）発行新株式数　　　　　　　　当社普通株式　5,151,903株

　（２）発行価額　　　　　　　　　　１株につき　金 80円

　（３）発行価額の総額　　　　　　　412,152,240円

　（４）資本組入額　　　　　　　　　１株につき　金 40円

　（５）資本組入額の総額　　　　　　206,076,120円

　（６）増資後発行済株式総数　　　　18,041,278株

　（７）増資後資本金　　　　　　　　1,244,517,375円

  （８）資金の使途　　　　　　　　　不動産開発事業の分譲マンション開発の新規プロジェクトの開発費用として

　　　　　　　　　　　　　　　　　　412百万円を充当いたします。

 

 

（リース取引関係）

　当第１四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）　

　リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しておりますが、当四半期連結会計期間におけるリース取引

残高は前連結会計年度末に比べて著しい変動が認められないため、記載しておりません。

 

２【その他】

　 該当事項はありません。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社アスコット(E21391)

四半期報告書

28/30



 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成21年２月13日

株式会社アスコット

取締役会　御中
 

アスカ監査法人
 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 田中　大丸　　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 法木　右近　　印

  

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アスコット

の平成20年10月１日から平成21年９月30日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年10月１日から平成20

年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アスコット及び連結子会社の平成20年12月31日現在の財政状態

並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない

と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

　追記情報

　継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、金融機関の融資厳格化などの理由により、借換融資が必要な状況となって

いる。当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営者の対応等は当該注記

に記載されている。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期連

結財務諸表には反映していない。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　

　（注）　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は四半期報告書提出会

社が別途保管しております。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成22年１月28日

株式会社アスコット

取締役会　御中
 

アスカ監査法人
 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 田中　大丸　　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 宮川　愼哉　　印

  

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アスコッ

トの平成21年10月１日から平成22年９月30日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成21年10月1日から平成

21年12月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期

レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財

務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アスコット及び連結子会社の平成21年12月31日現在の財政状態

並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない

と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

追記情報

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成21年９月14日開催の取締役会において、株主割当による新株式の

発行を決議し、平成22年１月８日に払込が実施されたことにより、新株式を発行している。

　

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は四半期報告書提

出会社が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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